
様式第３（第３条関係）

‖慚

観　振　第１６５ －２号

平成２６年　１月２７囗

鹿児島市長

公 文 書 一 部 開 示 決 定 通 知 書
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平成２６年１月１０日付けの開示請求について、鹿児島市情報公開条例第１１条第１項の規

定により、次のとおり公文書の一部を開示することを決定したので通知します。

１　 公文書の件名 （１）平成２２年１月２２日決裁 の Ｔ ポイントレディスゴルフト

ーナメントヘの後援につい ての原議書

（２）平成２２年 １１月１２日決裁の Ｔ ポイントレディスゴルフ

トーナメントの後援について の原議書

（３）平成 ２３年 １１月 １４ 囗決裁 の行 事の後援承認についての

原議書

（４）平成 ２４年 １２月 １０ 囗決裁 の行事 の後援承認についての

原議書

２　 公 文 書 の 開示 を 実

施す る 日時及 び場 所 日時

ノ ノ 午前
ト こ

‥午後

場所

３　 開示 の実施の方法 写し の交付（郵送）

４　 開示 しな い 部 分並

びに 開示 しないこと と

する根 拠規定及び当該

規定 を適 用す る理 由

鹿児島市情報公 開条例第７条第２ 号に該 当

当該公文書には、個人 の氏名 が記載 されており、特定の個人を

識別することができるため。

５　 事務担当課 経済局　 観光交流部　 観光振興課

電話番号　 ２ １ ６－ １ ３ ２ ７

６　 備考

注

この処分に不服かおるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定によ

りこの通知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に鹿児島市長に対して異議申立てを

し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定によりこの通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に鹿児島市を被告として（鹿児島市長が被告の代表者となりま

す。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、

処分の取消しの訴えは､その異議申立てに対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６か月以内に提起することができます。
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